
３．医療費の助成（給付）について 

 

５） 小児慢性特定疾患医療給付 

小児慢性疾患に、り患している児童に対し、医療給付を行っています。また、長期入院を必要としている児童

に対し、学用品や日用品の支給を行っています。 

《対象疾患》 

悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、

血友病等血液免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、肝疾患、骨疾患 など 

《手続き》  

詳しいことは担当にお問い合わせ下さい。 

【担当】北海道庁 保健福祉部 健康安全局 地域保健課 手当支給係  

電話 011-231-4111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


